
令和 6 年 11 月第41 号

四万十市西土佐 ：「黒尊渓谷の紅葉」は四万十川の支流の中で最も透明度が高いといわれる黒尊川上流域にあり、手つかずの
自然の中で赤く色づいた紅葉と美しい黒尊川を同時に楽しむことができます。天気が良い日は黒尊川の
水面に紅葉が反射し幻想的な光景が広がります。

Ia 公益社団恥幡多法人会
高知県四万十市中村小姓町46 中村商工会館2 F TEL(0880)34-6896 /FA X( 0880)34-6897 



令和 7年 l 0月l 6巳（木）に高知県で第41 回法人会全国大会高知大会が

開催されます。全国 440 の法人会から約 l, 6 00 名の参加者が予想され、

高知県の経済にとっても、大変大きな効果が期待できます。そして、高知県下

6つの法人会は、高知大会開催に向けて、組織力の充実強化（純増数全国 1位）

を目指し、令和 6年 1月から l 2月まで、会員増強運動を展開しています。

＼ 
g

● 

＞ ｛ よ ～ 私たちが高知大会を盛り上げてまいります ～ 

（公社）高知法人会 （公社）伊野法人会 （公社）幡多法人会

） （公社）須崎法人会 （公社）南国法人会 （公社）安芸法人会

主管(-社）高知県法人会連合会 主催（公財）全国法人会総連合

資産形成と保障のハイブリッド

見通しのきかない未来に、

堅実で柔軟な安心を。

ー 増やす
将来に向けた資金を確実に増やすことができます。

企〉 保険料払込期間中に解約した均合、解約払戻金額は
• 既払込保険料を下回りますのでご注意ください。

ー 備える
万が一のときの死亡保障に加え、

介護保障にも備えられます。
※40 歳未満は、介護保険金の支払対象外です。

将来、必要な保障にあわせて
ご希望のコースを選択できます

・ー・コ・コ※コース変更時における保閉額が所定の金額を下回る場合などには、
ご希望のコースヘの変更を取り扱えない埒合があります。

加入時も、将来コースを選択する際も、

健康状態に関する告知は不要です

※今までに公的介臨保険制度の要支援・要介護の認定を受けたことがある、
または、申請中の坦合はお申込みいただけません（加入後に同様の状態に
該当した場合は、「介護亘点保降コース」への変更はできません）。
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◎詳しくは「パンフレット」「契約概要」などをご確認ください。

悶雷翌うぞ！ ［アフラック法人会 口日2

P24157 AF7 ツ課202 4-0 319-24090 ll 7月12 日
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第 I 3 回 通常総 会 開催

6月24 日（月）新ロイヤルホテル四万十において、（公社）

幡多法人会第13 回通常総会を開催致し、議事について

は令和5年度決算報告が、原案通り承認可決されました。

理事会承認事項の令和5年度事業報告、令和6年度事業

計画及び収支予算についても報告致しました。

引き続きご来賓の方々の代表として中村税務署長京口

隆様よりご祝辞を頂きました。

懇親会については四万十市長中平正宏様の乾杯のご

発声を合図に和やかな会員交流が行われ、中締めの挨拶

では、幡多地域の更なる発展を願い、黒潮町長松本敏郎

様による力強い一本締めで閉会しました。

喝こうち出会い
りポートセンター

記念講油会
演題元公安捜査官が教える「本音」「嘘」「秘密」を引き出す技術

～営業、マネジメントにも使えるスパイの人心掌握術～
講師日本カウンターインテリジェンス協会 代表理事稲村悠氏

第13 回通常総会終了後に社会貢献の一環として一般の皆様にも公開となる記念講演

会を開催しました。稲村氏は、官民で多くの諜報事件を捜査・調査した経験を持つスパイ

実務の専門家であり、現在は、リスク・セキュリティ研究所にて、国内治安情勢や防犯、産

業スパイ対策など各種リスクやセキュリティの研究を行いながら、コンサルティン久講演

や執筆活動・メディア出演などの密鐘活動を行っています。

聴講された方からは、「相手の本音を聞き出すには、先ずは相手との信頼関係が大事

で、そうすることにより相手が自然に話してくれるようになる事を学べた」「信頼関係を築く

重要性の反面、人の弱さにつけ入る怖さもあり、学んだ事を正しく使わなければいけない」

という感想が聞かれました。

こうち出会いサポートセンター 〒780-0053 高知市駅前町5・5 大同生命高知ピル2階

TEL:08 8- 821 -8 081 FAX :088-821-8100 E-ma il:koch i-ma tch ing@ w ing.ocn .ne .jp 
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署長着任あいさつ I 

中村税務署

署長荒内洋之

晩秋の候、会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のことと、お慶び‘申し上げます。

この度、中村税務署長を拝命いたしました荒内でございます。出身は神奈川県で、昨年までは東京国税局管内で勤務

しておりました。高知県には初めて訪れることとなり、管内は、緑と清流、白波踊る太平洋などの豊かな自然に溢れ、また、

人々は人情味厚く、このような当地で勤務できることを大変嬉しく思っております。

公益社団法人幡多法人会並びに会員の皆様方には、日頃から税務行政に対しまして、深い御理解と多大な御協力

を賜り、心より御礼申し上げます。

公益社団法人幡多法人会におかれましては、昭和58 年の設立から現在に至るまで「税のオビニオンリーダー」と

して税知識の普及や納税意識の高揚を図るための啓発活動に熱心に取り組んでこられてきたところです。

地域に密着した社会貢献活動に力を入れられているとともに、特に、青年部会における租税教室への講師派遣や

租税教育用のテキストの無償配布、女性部会においては「税に関する絵はがきコンクール」の募集といった次代を担う

児童への租税教育活動に積極的に取り組まれており、税の啓発・租税教育に大きく貢献され、このような活動に対し

まして、皆様方の御尽力とたゆみない御努力に対し、改めて深く敬意を表する次第です。

さて、税務行政を取り巻く環境は、経済社会のグローバル化・デジタル化の進展等により、大きく変化しております。

こうした中においても、国税庁としては、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という

使命を着実に果たす必要があります。昨年、国税庁が公表した 「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション一税務

行政の将来像2023- 」では、これまでの「納税者の利便性の向上」、 「課税・徴収の効率化・高度化等」に、新たに「事

業者のデジタル化促進」を加えた3つの柱に基づいて、税務行政のDX を更に前へ進めていくこととしております。

今回新たに加えられた「事業者のデジタル化促進」については、税務手続だけではなく事業者の業務のデジタル化に

取り組むことで、税務を起点とした社会全体のDX 推進に貢献したいと考えております。

しかしながら、これらの取り組みを円滑に実施していくためには、法人会をはじめとする関係民間団体の皆様方との

緊密な連携は必要不可欠だと考えております。長年にわたり法人会と国税当局との間には信頼・協力関係が築かれて

おり、特に税に関する国民の関心が一層高まる中、税務行政の良き理解者としての法人会の皆様の存在は、益々重要と

なってくるものと考えておりますので、引き続き御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、公益社団法人幡多法人会の益々の御発展並びに会員の皆様方の御健勝、御事業の御繁栄を

祈念申し上げて、御挨拶とさせていただきます。

［ 中村税務署異動名簿 ］ 
（令和 6 年 7 月10 日付）

転入者

新官職名等 旧官職名等 氏 名

署長 東京国税局調査二部調査第八部門統括国税調査官 荒内洋之

個人課税部門統括国税調査官 大洲税務署調査部門統括国税調査官 本宮昌明

法人課税部門統括国税調査官 高松国税局課税部消費税課主査 田嶋 聡

転出者

旧官職名等 新官職名等 氏 名

署長 高松国税局課税部法人課税課課長 京口 隆

個人課税部門統括国税調査官 須崎税務署調査部門統括国税調査官 十亀 剛一

法人課税部門統括国税調査官 新居浜税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 古川敏夫
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その疑問、

チャットボットに
相談しませんか？

□スマホでのご利用は
こちらから▼

24 時間利用可能
※メンテナンス時間を除きます。

税務職員ふたば

2024.10.3 木曜日 Star t
New 

年末調整
（令和 6 年分）

▼以下の項目についても公開中

所得税の確定申告
（令和 5 年分）

消費税の確定申告
（インボイス制度含む） （令和 5 年分）

所得税の定額減税
（令和 6 年分）

＼ 

パソコンでもご利用できます ！

こちらで検索▼

［国税庁ふたば
尽＞

経函国税庁法人番号7000012050002
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トフォンやタプレット端末からもe-Tax(SP 版）を

雷子納税証明書(PDF) ご面お：t：ご雲きーますので、是非 ;‘利用くださし：！＼ "" I II 
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いつでもどこでも！

スマホで
完結！

タブレットミ

手 数料が !!期間内であれば

お得！屯巴竺
1税目1年度あたり370 円

※書面での請求の場合は、

1税目1年度1枚あたり400 円

※コンビニエンスストアの

印刷サービスを利用する場合には、

別途手数料がかかリます。

ご利用に当たっては、納税者本人（法人の場合は代表者本人）の
マイナンバーカードが必要です。

スマホを利用した電子納税証明書(PDF) の請求は、本人（法人の場合は代表者本人）のみ行うことができます。
代理人の方はお手持ちのパソコンから請求してください。

▲▲ ▲ 

． 
' l  .... 、 ゴヽ

，g,国税庁 国税庁ホームページ http s://www.n ta. goJp/
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社会貢献活動

寄贈活動

R5 .9.19 黒潮支部 R5 .10 .6 三原支部

交通安全協会黒潮支部へのぼり旗寄贈 三原小学校ヘライフジャケットの寄贈

を
鳥9・ド F 可「ーりそ9 l _ _ _

R6.2 .13 女性部会 R6 .2.29 大月支部

青年部会・女性部会

税の啓発用下敷きを管内全小学校6年生

へ寄贈、身近な税金の使われ方として児童、

生徒 l人あたりの年間教育負担額を掲載し

ています。

R5.12.12 宿毛支部
もみじ湖を育てる会へ紅葉苗木を贈呈

確定申告会場へ鉢花贈呈 四万十かいどう推進協議会大月支部へ月光桜の木製渡り廊下の設置

R6 .8.23 土佐清水支部
交通安全協会土佐清水支部へ
のぼり旗寄贈

清掃活動

｀ 
よ—.--

R6 .9.5 中村支部
市内保育所へ木製動物型椅子(20 脚）贈呈

R6 .l. 21 中村支部 クリーンデー 一條神社周辺の清掃
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部会活動

法人会全国青年の集い

令和 5年11 月9日、 10 日の2日間にかけて第37 回全国青年の集い山形大会が「為せば

成る！～感謝と恩返しの想いを胸に～」をスローガンのもと、来賓及び全国各地の青年部

会員約2,000 人が参加して開催、租税教育活動プレゼンテーション・健康経営大賞・

部会員増強運動の結果発表、表彰が行われました。 式典終了後には、ヤマガタデザイン

（株）代表取締役山中大介氏による記念講演が行われました。

法人会女性フォーラム
令和 6年4月18 日、第 18 回法人会全国女性フォーラム広島大会が開催されました。

第1部は広島交響楽団桂冠指揮者でNHK 交響楽団の正指揮者でもある下野竜也氏
の「音楽・師との出会い～今、我々に求められること～」と題した記念講演会が開催され、
第2部は式典開会に先立ち、令和5年度の絵はがきコンクール全法連女連協会長賞
受賞12 点がスクリーンで紹介されました。

青年部会・女性部会交流会議
令和 5年12 月14 日、幡多法人会青年部会・女性部会交流会議を開催、報告事項

として令和4年度事業報告、令和5年度事業計画についての説明がありました。
第2部の税務研修会は、 7月の定期異動で着任された中村税務署長京口隆氏に
よる「税務行政のDX 」と題した研修会が行われました。その後に開催された懇親会
では賑やかに部会員同士の交流が行われました。

青年部会チャリティーゴルフ

令和 6年2月11 日、青年部会が部会員の一層の親交を深め
ることを目的としてゴルフ大会を開催しました。
部会員の交流だけでなくチャリティー募金も併せて実施し石川県

ヘ令和 6年能登半島地震災害義援金として寄付を行いました。

法人会高知県青年の集い（伊野大会）
令和5年11 月22 日、高知県下の青年部会員が集い、伊野法人会青年部会

主管で伊野大会が行われました。第 1部では仁淀川アウトドアセンターでの
カヌー、サップ体験、中津渓谷・ムカイクラフトブルーイング（クラフトビール醸造
所）の見学があり、第2部の式典では、来賓よりの祝辞、高知県での青年部会
活動の報告等がありました。その後の親睦会では、県内より集まった参加者
より意見交換などが活発に行われました。

高知県法人会女性部会連絡協議会研修会（幡多主管）

令和 5年10 月3日、高知県下の女性部会員が集い幡多法人会
女性部会主管で研修会を行いました。まず「防災学習・体験」とし

て黒潮町情報防災課長村越淳氏から「避難放棄者ゼロ・犠牲者
ゼロ」を目指し官民一体となった防災活動を説明後、国内最大級

の高さを誇る「佐賀地区津波避難タワー」を見学しました。

また黒潮町の名物といえば「カツオのワラ焼きタタキ」です。丸々

と太ったカツオ 1本を捌き、ワラで焼き、大皿に盛りつけるまでを体
験、地元のおじちゃん、おばちゃんに教えてもらいながら、参加の皆
様が捌いたタタキは格別の美味しさで「こんなカツオは食べたこと
がない」との声もあり楽しい時間を過ごせました。今回の研修会は、

将来起こりうる「南海トラフ巨大地震」が、幡多地域限定の問題で
はなく地震発生時に最大34m の津波が想定される黒潮町の取り
組みを学び、各地域に持ち帰ってもらい広めていただきたい、それ

が地域の防災意識の向上につながるであろうとの想いから企画
しました。

ご多忙のなか、ご参加頂きました皆様にはこの場をお借りして
お礼申し上げます。
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租税教室

青年部会では、部会員が講師となり地元の小・中学校を訪問し、税についての大切さを感じてもらうことを目的と

して、クイズや動画、一億円のレプリカ等を使って授業を行いました。

開催日 小学校名 児童数

10 / 5 三 原 17 人

12 /11 大島 14 人

12 /18 三 浦 8人

2 / 1 上川口 7人

4/24 東山
25 人

24 人

清水
26 人

5 / 9 
26 人

5/10 竹島 9人

5/21 三 崎 13 人

開催日 中学校名 児童数

11 / 9 中村西 76 人

12 /21 大 用 4人

2 / 8 西土佐 12 人

清水小学校

佐賀小学校

:」ニ
｀ ｀＇ てて ？ー

中村西中学校

令和5年 10 月～令和6年 9月租税教室開催状況 【小学校】

講師 アシスタント 開催日 小学校名 児童数 講師 アシスタント

清水明子 田野王大 5/28 上川口 8人 田中里実 永木寛

矢野秀樹 清水明子
6 / 4 具 同

30 人 永木 寛

濱村一平 浜村真也・山崎隆之 30 人 植田英喜

田中里実 山崎隆之 6/13 佐賀 10 人 山本浩司 山本翔平

清水明子 永木寛・山下元一郎 6/20 中村 53 人 乾 勇佑 清水明子・山崎隆之

山崎隆之 荒川泰士 6/26 田ノロ 7人 山本翔平 山本浩司

田中慎太郎
幾田茂典・竹村勇司 6/28 小筑紫 14 人 依岡航平

山崎隆之・矢野秀樹

田中慎太郎 寺田悦子

清水明子 田邊誠 9/20 西土佐 9人 金谷育郎 星 野 努

田中慎太郎 宮村圭祐

令和5年 10 月～令和 6年 9月租税教室開催状況 【中学校】

講師 アシスタント 開催日 中学校名 児童数 講師 アシスタント

浜田兆城 田中慎太郎・山沖大祐
7 /12 中村 120 人

山崎隆之
寺田悦子・清水明子

浜田兆城
山崎隆之•清水明子 浜田兆城

山沖大祐
7 /18 片島 49 人

清水明子 浜田兆城・矢野秀樹

浜田兆城 金谷育郎 寺田悦子 依岡航平

三浦小学校 上川口小学校 東山小学校

竹島小学校 三崎小学校 具同小学校

中村小学校 田ノロ小学校 小筑紫小学校

7ーマ
t ` コ ←f• ; 1 -ii ，ふ：＇そーコー一

,'、 99 , 1, 1 F ごボ 1」
国

西土佐中学校 中村中学校 片島中学校
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第 I 3回税に関する絵はがきコンクール
女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」は、租税教育活動の一環として、「税」の理解と関心を深めて

いただくため、国税庁の後援を得て、小学生を対象に実施をしています。選考の結果、下記の作品が受賞されました。
（学年は受賞当時のものです）
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応募学校： 2 1校 具同・中村・東山・中村南・東中筋・竹島・蕨岡・八束・中筋・利岡・咸陽・大島

平田・小筑紫•清水・足摺岬・入野・佐賀・上川ロ・南郷・田ノロ・大月（各小学校）

応募総数： 322 作品 、3注¢・とう！ ／
【学校賞】

コンクールに積極的に参加して、学校を挙げて協力した学校に贈る「学校賞」

は清水小学校6年生の皆さんが受賞されました。

副賞としてドッジボール(1 4個）を贈呈致しました。

第 I3回応募作品選考会
税の作品展展示
（アピアさつき） （いちじょこさん広場）
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講演会・各種研修会活動

会社の税金基礎講座

講師：

中村税務署法人課税部門

統括国税調査官古川敏夫氏

決算研修会(2 回開催）

講師：

中村税務署法人課税部門

統括国税調査官古川敏夫氏

定額減税説明会(5 回開催）

講師：

中村税務署法人課税部門

統括国税調査官古川敏夫氏

経理セミナー

講師：

（株）プロモーターズ・カンパニー

代表取締役中小企業診断士

石川アサ子氏

年末調整説明会（支部別税務研修会）

（中村・宿毛・土佐清水会場）

講師：

中村税務署法人課税部門

井上剛士氏

ビジネスフレッシュ研修会

講師：テルウェル西日本（株）四国支店

契約講師橘恵利子氏

PC セミナー エクセル基礎編

講師：

（株）ブレーン

専属講師中村和彦氏

税制改正研修会

講師：

税理士中嶋司氏

どなたでも申込みできるよ！

今後の研修会等開催予定 `~ 研修名 | 開催日 開催時間 開催場所 疋......貝 ,-

11 月15 日（金） 14:00~15:30 土佐清水商工観光会館 30 名

年末調整説明会 | 11 月22 日（金） 14:00~15:30 宿毛建設会館 30 名

11 月26 日（火） I4:00~15:30 新ロイヤルホテル四万十 50 名

決算研修会
| 12 月 3 日（火） 14:00~15:00 新ロイヤルホテル四万十 30 名
| 

2月 4 日（火） 14:00~15:00 新ロイヤルホテル四万十 30 名

その他研修会等の詳細は、 HP (h ttp s:/ /ho ji n ka i.zenkokuho ji nka i.o r.jp /ha ta/) 
又は事務局 (TEL 0880-34-6896) までお問い合わせ下さい。

4 
税に関する提言活動 ））

瓢⇒ 
会
ら

人
ち

去
こ

ぅ
ま
多
＆p 

幡

H

毎年、全国の中小企業の租税負担の軽減と合理・簡素化及び適正公平な課税、税制・税務に関する提言を行うため、

税制に関する意見要望を取りまとめ税制改正要望を決議し、全国大会において提言内容の周知を行っております。

また、要望事項を有効なものとするため管内関係機関等に要望活動を行いました。

R5.12.5 

「令和6年度税制改正に関する

提言」を中平正宏四万十市長

平野正市議会議長へ提出

R6 .10.3 

法人会全国大会鹿児島大会

「令和7年度税制改正要望事項」

ん9 第4 D回法人会全国大会匿呪島大会 は次頁に掲載しています。
—JヽJ.-↓員1•尾E量i閉品』；↓‘·-
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" ⑲0匪墓額塗疇
■ 財政健全化は国家的な課題であり、日本経済の

将来にわたる持続可能性を高めるためにも本格

的な歳出・歳入の一体的改革を進めることが重

要である。

1 . 財政健全化に向けて

■ 「金利のある世界」が現実に到来する中で、

今後の金利上昇に備えて財政健全化が必要であ

る。

(1) 本年 6 月から始まった定額減税は、その制

度設計が複雑すぎたこともあり、企業や地方自治

体に多大な事務負担を強いることになった。

与党内には物価高などを背景に来年も継続する

ように求める声もあるが、政策効果が不透明で企

業の事務負担が重い減税は継続すべきではない。

(2) こども ・子育て政策（加速化プラン）として、

2 0 2 8 年度までに年間 3. 6 兆円の予算規模と

する方針だが、この財源は社会保障の歳出改革や

医療保険料に上乗せして徴収する「支援金制度」

などで賄うとしている。

医療保険料への上乗せ負担は、現役世代への実

質的な隠れ増税と言える。政府は負担の議論から

逃げず、消費税を含めた安定的な財源確保策を検

討し、持続可能な社会保障制度の確立と財政健全

化の両立を目指すべきである。

(3) 防衛力の抜本強化では防衛費を 2 0 2 7 年

度までの 5 年間で総額 4 3 兆円とすることを決定

したが、大半が「歳出改革」や「決算剰余金の活

用」により捻出することとしており、財源として

の安定性を欠いている。

日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中

で、防衛費の増額は必要な政策であるだけに、安

定的な財源の確保が欠かせない。

2 . 社会保障制度に対する基本的考え方

■ 持続可能な社会保障制度を構築するには、適

正な「負担」を確保するとともに、 「給付の重

点化・効率化」によって可能な限り社会保障費

を抑制する必要がある。

■ 社会保障のあり方をめぐっては、 「自助」 「公

助」 「共助」の役割と範囲を適正に見直すほか、

公平性の視点も重要である。医療保険の窓口負

担や介護保険の利用者負担などの本人負担につ

いては、高齢者においても負担能力に応じた公

平な負担を原則とする必要がある。

■ 中小企業は物価高騰に直面する中で、最低賃

金の大幅な引き上げや物価上昇を上回る賃上げ

が求められており、厳しい経営を強いられてい

る。企業に対する過度な保険料負担を抑え、経

済成長を阻害しないような社会保障制度の確立

が求められる。

■ 配偶者控除等の税の問題や年金等の社会保障

の問題は、就労調整が行われる一つの要因であ

り、人手不足に直面する中小企業にとって重要

なテーマである。女性の就労を支援する政策を

含め、税と社会保障の問題を一括して議論する必

要がある。

(1) 公的年金については年金財政の検証結果を

踏まえ、年金制度の見直しについて検討が進んで

いる。公的年金制度の持続可能性を高めるために

「マクロ経済スライドの厳格対応」や「高所得高

齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」

などの検討が求められる。

(2) 医療は産業政策的に成長分野と位置付け、

デジタル化対応など大胆な規制改革に取り組む必

要がある。給付の急増を抑制するためには診療報酬

（本体）の配分等を見直すことも重要である。

(3) 少子化対策では児童手当が大幅に拡充され

たほか、所得制限も完全撤廃された。だが、富裕

層にまで支給対象を広げる政府方針については、

出生率の向上につながるか疑問があるほか、公平

性確保の点からみて極めて問題である。

本来は現金給付よりも保育所や学童保育等の整

備、保育士等の待遇を改善するなどの現物給付に

重点を置くべきであり、国及び地方自治体が財政・

行政面で総合的な施策を講じるべきである。

(4) 介護保険については高齢化の進展に伴い、

制度の持続可能性を高めるために真に介護が必要

な者を見極めるほか、医療と同様に公平「生の視点

から給付及び負担のあり方を見直すべきである。
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3 行政改革の徹底

■ 国民の政治に対する不信感は極度に高まって

いると厳しく認識し、政治資金規正法の不断の

見直しなどに取り組み、政治資金に関する透明

性の向上や適正化、罰則の厳格化を図るべきで

ある。

■ 行政改革を徹底するに当たっては、地方を含

めた政府 ・議会自らが「まず陳より始めよ」の

精神に基づき、率先して身を削らなければなら

なV 0ヽ

(1) 国・地方における議員定数の大胆な削減、歳

費の抑制。また、調査研究広報滞在費や政務活動

費等の適正化と使途の透明化。

(2) 厳しい財政状況を踏まえ、国 ・地方公務員

の効率的な要員確保と能力を重視した賃金体系な

どによる人件費の抑制。

(3) 特別会計と独立行政法人の無駄の削減。

(4) P D C A サイクルを確立することにより、

各省庁による事業のチェ ックを継続的に実施する。

また、民間活力を積極的に導入し、民需主導の自

律的な経済成長を促す。

m f経済活性1

■ 着実な賃上げや最低賃金の大幅引き上げが迫

られる 中で、賃上げ原資を生み出すために原材

料費や光熱費など、 上昇する コストの適正な価

格転嫁が大きな課題となっている。

円滑な価格転嫁や下請けいじめの排除に向け、

中小企業庁や公正取引委員会などによる取引監

視体制の強化が求められる。必要に応じて下請

法の改正など、実効性のある取り組みを進めな

ければならない。

■ 人手不足や継続的な賃上げなど中小企業の構

造的な課題を解決するには、中小企業自らの経

営改革も重要になる。そのためには生産性の向

上や付加価値の創出に向け、力強い政策的な支

援が欠かせない。

1. 中小企業の活性化に資する税制措置

■ 地方創生の観点からも政府と自治体が緊密に

連携しながら、地域の中小企業に元気を与える

ような税制措置を強く求める。

(1) 法人税率について

近年、大法人に遥用される法人税率を引き上げ

る動きがあるが、経済情勢等に鑑み、慎重に検討

する こと。

(2 ) 法人税率の軽減措置

中小法人に適用される軽減税率の特例 1 5 ％を

本則化すべきである 。また、昭和 5 6 年以来、

800 万円以下に据え置かれている軽減税率の適用

所得金額を、少なくとも 1, 6 0 0 万円程度に引

き上げること。なお、直ちに本則化することが困

難な場合は、令和 7 年 3 月末日となっている適用

期限を延長する こと。また、上記（ 1 ) に関連し

て、 中小法人に適用される軽減税率まで引き上が

ることのないよう配慮するこ と。

2 事業承継税制の拡充

■ 中小企業が相続税の負担等によって円滑な事

業の承継ができなくなれば、経済 ・社会の根幹

が揺らぐことになる。

(1 ) 事業用資産を一般資産と切り離した本格的

な事業承継税制の創設

我が国の納税猶予制度は、欧朴I主要国と比較す

ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの

本格的な事業承継税制が必要である。 とくに、事

業継続に資する相続については、事業従事を条件

として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含

めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する

制度の創設が求められる。なお、本格的な事業承

継税制が創設されるまでの間は、 （2) 取引相場

のない株式の評価、(3) 相続税、贈与税の納税猶

予制度について見直すこと。

(2) 取引相場のない株式の評価の見直し

取引相場のない株式の評価については、企業規

模や業種によって多様であるが、企業価値を高め

るほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が

あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが

指摘されている。

取引相場のない株式は換金性に乏しいことを考

慮し、評価のあり方を見直すことを求める。なお、

見直されるまでの間は、平成 1 4 年度に創設（平

成 1 6 年度に改正）された「特定事業用資産につ

いての相続税の課税価格の計算の特例」を参考に

株式の評価額を減額する措置を講じる こと。

(3) 相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

贈与税の納税猶予制度の後継者要件として、 「贈

与の直前において 3 年以上役員であるこ と」が挙

げられていることから、余裕を持った事業承継を

行えるよう、特例措置の適用期限を 3 年程度延長

すべきである。

あわせて、事業承継がより円滑に実施できるよ

う以下の措置を求める。

①猶予制度ではなく免除制度に改める。

②平成 2 9 年以前の制度適用者に対しても要件

を緩和するなど配慮すべきである。

③制度の認知度が低いことから、国は円滑な事

業承継が図られる よう、経営者に向けた支援

措置の周知徹底に努める。

法人会税制提言の全文については、

全法連H P をご覧ください！
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税に強い経営者が
次世代を支える！

頴 夏

法人会の理念

汰人会は税の

オピニオンリーダ—とし1

企素の発展を支援し

延成叫む興に考ふし

国d社会が繁和噴杖する

経営着釘釦紅‘ある

賓 釘

マ・

納税には

ダイレクト納付が
一便利です！

• e-Tax を利用して電子申告等をした｀ 後に、届出をした預貯金口座から、
~ ・ 簡単な操作で即時又は期日を指定し

て納付することができます。

※事前にダイレクト納付利用届出巴の提出が必要です。

※利用可能となるまで、オンライン提出の場合は1週間程度、

円面提出の場合は1か月程度かかります。
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I贔法人会
法人会は会社経営の効率化のために

e-Tax の普及を支援しています。

さらに詳しくはWEB へ 回咬巨l

覇！
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こ入会ありがとうこざいました
新入会員紹介

― -（令和 5年 10 月1日～令和 6年9月30 日）

置国E・ 順：入会日

No . 支部名 法人名 所在地 No . 支部名 法人名 所在地

1 中村 （有）オキシャッター工業 四万十市具同 20 宿毛 （株）マンキャダイニング 宿毛市駅前町

2 中村 （株）米蔵 四万十市具同 21 宿毛 所谷建設（株） 宿毛市ニノ宮

3 宿毛 （株）なんかいCVS 宿毛市駅東町 22 宿毛 （株）山陸自動車工業 宿毛市和田

4 三原 藤村林業（株） 幡多郡三原村来栖野 23 宿毛 （株） N's ファクトリー 宿毛市宿毛

5 黒潮 （有）井ノ岬環境センター 幡多郡黒潮町灘 24 宿毛 （株）土佐西南丸 宿毛市新港

6 宿毛 （株）たけなか地所 宿毛市宿毛 25 宿毛 （株）エコライフ 宿毛市平田町戸内

7 土佐清水 （株）鹿児島屋 土佐清水市旭町 26 西土佐 （株）安信警備 四万十市西土佐江川

8 土佐清水 （株）西水道 土佐清水市旭町 27 西土佐 （株）リサイクルヤマト 四万十市西土佐江川崎

， 中村 （有）四万十食品 四万十市井沢 28 宿毛 （株）パシフィックシステム 宿毛市幸町

10 中村 ッカサ鋼販（株） 四万十市楠島 29 西土佐 （株）山間屋 四万十市西土佐長生

11 中村 （株）フラワーショップ双葉園 四万十市中村一条通 30 宿毛 （株）シモムラ 宿毛市平田町戸内

12 土佐清水 足摺建設（有） 土佐清水市足摺岬 31 宿毛 （株）Re lif e 宿毛市宿毛

13 土佐清水 （株）谷口建設 土佐清水市布 32 中村 （株）小林塗装 四万十市具同

14 宿毛 （株）久保鉄水産 宿毛市藻津 33 中村 （有）ARATA 四万十市磯ノ川

15 宿毛 （有）松沢清石油店 宿毛市宿毛 34 中村 （有）三光電気工事 四万十市古津賀

16 大月 （有）ジェイアンドエムズ 幡多郡大月町弘見 35 西土佐 （株）川崎電気 四万十市西土佐江川崎

17 中村 （株）カーサポートマツオカ 四万十市具同 36 西土佐 （株）渡川建設 四万十市西土佐下家地

18 宿毛 （株）井上衛生サービス 宿毛市押ノ川 37 中村 （株）ダイシン保険事務所 四万十市中村大橋通

19 宿毛 （株）中輝珊瑚 宿毛市高砂 38 大月 （有）ットム建設 幡多郡大月町弘見

一 順：入会日

No. 支部名 法人名 所在地 No . 支部名 法人名 所在地

l 中村 ココチエイガッチャ。 四万十市中村本町 5 土佐清水 森沢知佳税理士事務所 土佐清水市旭町

2 宿毛 beard gra phic 宿毛市小筑紫町伊与野 6 黒潮 西尾住建 幡多郡黒潮町不破原

3 黒潮 （株）高知銀行佐賀支店 四万十市中村一条通 7 中村 （株）高知前川種苗中村営業所 四万十市佐岡

4 中村 （有）山本保険サービス四万十店 四万十市井沢

［ 青年部会・女性部会部会員募集中！！ ｀ 
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経営者を取り囲むリスクは 1つではありません。

まさに色々です。

だからこそ安心も色々必要です。

重責を担う経営者を守る、

※ 

幅広い保障を

ぜひお役立てください。

※保障内容の詳細については「設計吾 ［契約概要］」「ご契約の

しおり」「約款」を必ずご覧ください。なお、左記の保障の組み

合わせには、所定の制限があります。

法人会会員のみなさまに

経営者大型総合保障制度

企業保障フラン＋ 一時金型

総合型v・M タイプ
扉一吻

( AIG 盃悶房雙烹房畠五）

（~配ふ讐誓）保険）

◎大同生命の商品の正式名称は次のとおりです。

総合型v :
大同生命の無配当年満期定期保険（無解約払戻金型） または

大同生命の無配当歳満期定期保険（解約払戻金抑制割合指定型）

M タイブ
大同生命の無配当入院一時金保険（無解約払戻金型）

·ヽ—
D,'1 1D0 大同生命保険株式会社

四国支社高知営業部／

高知県高知市駅前町5-5 （大同生命高知ピル4F )
TEL 088-884- 7 11 7 

区 A IG 損害保険株式会社

高知支店／
高知県高知市はりまや町2-2- l l（冨士火災高知ビル）
TEL 088-824- l 050 

◎この資料は2023 年6月現在の商品内容に基づいて記載しており、
将来変更となることがあります。

◎この制度は、法人会の会員のみご加入いただける制度です。ご加入
後に法人会を退会された場合は、保険料の引き上げや損害保険部
分の解約等のお取扱いとなることがあります。

◎この広告は、保険商品の内容のすべてが記載されているものでは
ありません。ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご
検討に際してご留意いただきたいこと」「設計四［契約概要］」「注
意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご翌く ださい。また、
ご不明の点などございましたら、引受保険会社または取扱者にお
問い合わせください。

F- 2023- 0011 (2023 年5月19日） 23-0 73014 2023 -05 


